
（県 災 害 警 戒 本 部）

（令和７年３月30日10時00分現在）

霧島山（新燃岳）の噴火警戒レベル引き上げに伴う

状況について（噴火警戒レベル２⇒３）

１ 噴火警報
令和７年３月30日３時53分発表 噴火警戒レベル３（警戒範囲４ｋｍ）

２ 被害状況
⑴ 人 的 被 害 な し

⑵ 住家・非住家被害 な し

⑶ そ の 他 被 害 な し

３ 県・市の防災体制
⑴ 県 災害警戒本部（３／30 ３:53 設置）

⑵ 姶良・伊佐地域振興局 災害警戒本部（３／30 ３:53 設置）

⑶ 霧 島 市 情報連絡体制（３／30 ３:53 設置）

４ 避難指示
・ ３月30日８時50分発表

・ 警戒範囲４km域内（霧島市牧園町高千穂）：対象住民 ０

５ 通行規制等
⑴ 県道３路線で立入規制

・ 小林えびの高原牧園線（霧島市牧園町林田温泉先～県境）

・ 霧島公園小林線 （全線）

・ 霧島公園線 （市道永池湯之野線三叉路～霧島市霧島田口高千穂河原）

⑵ 市道，登山道

・ 永池湯之野線で立入規制。登山道の立入規制。


